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Connecting Society, Co-Creating the Future why ceatec
CEATECに 共創で未来をリードする
フロントランナーが多数参画する理由

日本随一の「総合展」だから

CEATECはあらゆる業種・産業を網羅する「Society	5.0の
総合展」です。CPS/IoTやロボット、人工知能(AI)などの
先端技術を活用した未来の社会に向けた、企業/団体のビ
ジョンや業際領域の新たなビジネスモデルが多数披露され
ています。業界の垣根を越えてテクノロジーを活用した未
来を発信する場、それがCEATECです。

キーパーソンが集結するから

会期中にはあらゆる業種・産業の15万人を超えるトレンド
を牽引するキーパーソンが集結します。政府・官公庁関係
者や企業/団体のトップや幹部はもちろん、未来を担う学生
までもが多数訪れることがCEATECならではの特長です。
共創のパートナーや将来の人材に出会う機会として、幅広
くご活用いただいています。

共創のきっかけがつくれるから

CEATECには「つながる社会、共創する未来」をテーマに、
Society	5.0の未来社会を支える電子部品やデバイスから、
それらを活用する製品やサービスのすべてが一堂に会しま
す。来場者とはもちろんのこと、出展者同士でも新たなつ
ながりや事業創出が生まれやすい環境が整っています。

国内外に幅広く情報発信できるから

CEATECは国内外から1,000名を越える報道関係者が来場す
る注目度の高いイベントです。これからのトレンドを見定
める機会として認識されているCEATECは、新サービスや
製品の発表はもちろんのこと、未来に向けたビジョンを披
露する好機としてもご活用いただいています。
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来場者数

出展者数
531

725

345

667

327

648

253

2015 2016 2017 2018

13万3,048人

14万5,180人

15万2,066人
15万6,063人

236
新規

出展者数

自動車・輸送用機器業界

5,500 名以上

情報通信機器、電子部品、電子デバイス

24,000 名以上

住宅、建設、不動産、観光、レジャー業界

4,000 名以上

金融、証券、保険業界

3,500 名以上

学生 

7,500 名以上

官公庁、自治体

3,000 名以上

流通、運輸、物流業界

3,000 名以上

国内外の報道関係者

1,000 名以上

国内テレビ放映

5 時間以上

海外テレビ放映

6 時間以上

国内新聞・雑誌掲載

400 記事以上

オンラインニュース掲載

8,000 記事以上

CEATECの会期前中後がまるっと早わかり
「ドキュメントCEATEC」のご紹介

初めての出展を検討されている方々は、
会期前後ならびに会期中にどんなことを
行われているのか、気になる方も多いと
思います。そこでCEATECのプライムメ
ディアパートナーであるインプレス	
INTERNET	Watch編集部のご協力のもと、
2018年の模様をまとめたWeb特集「ド
キュメント	CEATEC」を公開いただいて
います。こちらでCEATECの全体像を掴
んでいただけますと幸いです。

https://internet.watch.impress.co.jp/
docs/special/document_ceatec/

visitors Profile 来場者プロフィール

PRESS Profile プレスプロフィール

未来を担う“IoT人材”とも言うべき
学生たちも多数来場しています。

2018年は経済産業大臣、総務大臣、
IT政策担当内閣府特命担当大臣をはじめ
関連省庁の幹部も多数来場しています。

新たに出展する企業/団体が
業種・産業を問わず
右肩上がりで増加中です。

初出展をご検討の方必見！

製造、機械、精密機器業界

21,000 名以上
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19621964 2000

CEATECの源流は、1962年に始まった「日本電子工業展」
にまでさかのぼります。技術水準の公開と販路の拡大を
目的に開催されました。東京・晴海にあった東京国際貿易
センターを会場に、「テレビ・ラジオ等の音響機器」「電子
応用機器を含む無線機器」「測定器」「電子部品」の4部門
で構成された展示会でした。第1回のキャッチフレーズは
「エレクトロニクスの限りない夢をあつめて」。207社が
出展し、10日間の会期で約15万人が来場しました。一大
総合展として、パーツから完成品までを広範囲に展示し
た日本電子工業展の特徴は、現在のCEATECにも脈々と
受け継がれています。1964年の第3回から名称を「エレク
トロニクスショー」に改称して開催。特に第25回の1986
年エレクトロニクスショーには、過去最多としての記録
が残る44万3500名が来場し、活況を呈しました。

History of ceatec
1960～90年代

1962年

1970年

1986年

1970年

1980年

1986年

エレクトロニクスショーは2000年、情報・通信の展示会
だった「COM	JAPAN」と統合して「CEATEC	JAPAN」へと
生まれ変わりました。いずれの展示会も、最先端の技術と
製品を国内外に向けて情報発信する場であったことから、
映像・情報・通信とデジタル・ネットワークというすべてを
網羅する展示会としてCEATECが誕生したのです。ここか
ら“複合”展示会としての新たな歴史が始まります。時代は
まさにデジタル家電の最盛期。2003年の第4回にはプラズ
マテレビと液晶テレビの新製品が会場で多数披露され、
2006年の第7回では次世代DVDの規格争いで2つの陣営が
火花を散らしました。2007年には20万人が来場していま
す。その後も、スマートフォンや3Dテレビ、4K/8Kといっ
た高画質ディスプレイなどがCEATECでお披露目されて
います。「最先端IT・エレクトロニクス総合展示会」として
開催されてきた当時のCEATECは、時代の流れに合わせる
形で「デジタル家電の祭典」として発展し、そのイメージを
強烈に発信していたのです。

2000～2014年

2000年

2007年

2011年

2000年

2007年

2014年
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2016 2019

CEATECは「Combined Exhibition of Advanced Technologies」の略称です。時代背景からデジタル家電の
祭典と思われがちですが、CEATECの本来の姿は「最先端技術の複合展示会」となります。最新のテクノロジーを活用
して、いかに人々の暮らしが豊かになるのかを提示・提案するイベントとして、歴史を積み重ねてきました。当時の最新
テクノロジーと暮らしの関係を再確認しながら、2019年に20周年を迎えるCEATECの歴史を振り返ります。

2019年～	20周年、そして へ

世界情勢や業界動向の変化を受け、CEATECの出展者数や
来場者数は一転して伸び悩みます。一方で2015年、新しい
企画が動き出し、CEATECの出展者の様相が変化し始めま
す。「NEXT	ストリート」と名付けられた企画展示に近畿日
本ツーリストと楽天が初出展し、サービス産業の参画が大
きな話題を呼びました。翌2016年には、規模をさらに拡大
し、「IoTタウン」へと進化、IT・エレクトロニクス業界以外
のIoT	のフロントランナー企業が続々と出展するようにな
りました。併せてCEATECは「CPS/IoT	Exhibition」に生ま
れ変わり、2017年からは、IoTの基幹となる電子部品やデバ
イスから完成品、実装される機器、それらを活用するさま
ざまなサービスまでを含めた、すべてが一堂に会する
「Society	5.0の実現を目指す展示会」として開催されてい
ます。国内外のキーパーソンが多数集結する機会として、
来場者数・出展者数ともに再び右肩上がりに転じました。

2015～2018年

2016年

2017年

2018年

2016年

2017年

2018年

CEATECは時代を反映して進化を続けています。Society	
5.0の本旨である「一人ひとりが輝く未来社会の実現」に
向けて、共創を志向する人々がつながれる“	場”	を目指す
CEATECにとって、ここ数年の変革は序章に過ぎません。
そして2019年、CEATECは20周年のメモリアルイヤーを
迎えました。これまでの「CEATEC	JAPAN」という名称を
グローバルに来場者・出展者が集う場として「CEATEC」
に改め、今後は、展示会の枠組みそのものを超えていくた
めの施策にもチャレンジします。社会やビジネス環境が
大きく変化する中、共創を生み出す場としての最善を求
め、これからは体験価値を高めるための施策にも注力し
ていきます。一方で、CEATECの特長であり伝統でもある、
最新のテクノロジーを活用することで、「社会」をそして
「人々の暮らし」をいかに豊かにできるのかを提示するこ
とは今後も受け継いでいきます。
これからのCEATECにもぜひご期待ください。
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CEATEC	2019（シーテック	2019）名 称

あらゆる産業・業種による「CPS/IoT」と「共創」をテーマとしたビジネス創出のための、
人と技術・情報が一堂に会する場とし、経済発展と社会的課題の解決を両立する
「超スマート社会(Society	5.0)」の実現を目指す。

開 催 趣 旨

つながる社会、共創する未来開 催 テ ー マ

■	テクノロジーを披露する場から、テクノロジーを活用した社会やくらしを提案する場へ
■	直近のビジネス拡大を目指す場から、未来への種を披露・発信、未来への糧を得る場へ
「種」＝中長期的なビジョン、技術・製品・ソリューションなどのプロトタイプ
「糧」＝あらゆる企業/団体とのオープンイノベーションの促進、将来のための人材発掘、ファンディング、アライアンスなど

開 催 基 本 方 針

2019年10月15日(火)～18日(金)	午前10時～午後5時会 期

無料（全来場者登録入場制）
※入場にはオンラインでの登録が必要です。

入 場

幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）会 場

CEATEC	実施協議会
	一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
	一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）
	一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）

主 催

展示エリア構成

トータルソリューション
Society	5.0の実現に向けた、あらゆるソリューションや
製品全般を展開するエリアです。

デバイス&テクノロジー
Society	5.0の実現を支える電子部品や電子デバイスおよ
びソフトウェアなどのテクノロジーを展開するエリアです。

スマートX （エックス）
特定の産業を革新的に変革するソリューションや製品を
展開するエリアです。

企業/団体展示

Society 5.0 TOWN
サービス産業を中心とした複数の企業の共創により、
「2030年のまち」を構築する企画エリアです。

Co-Creation PARK
未来を担う国内外のスタートアップ企業および海外諸
機関のパビリオンを複合的に展開する企画エリアです。

企画展示

CEATECが連携する“4つのキーワード”

政策

日本政府の政策と連携して、
日本が目指す産業のあり方や
未来社会の姿を発信します。

産業

あらゆる産業と連携して、
業際分野における新しいビジ
ネスモデルを発信します。

技術

Society	5.0を具現化する技術
を集約して、最新情報や
トレンドを発信します。

海外

世界各国の超スマート社会
の実現に向けた第4次産業
革命の動向を発信します。

CEATEC 2019

開催概要
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日本および世界をリードするキーパーソンが戦略や展望を語るキーノートスピーチや、
人工知能（ＡＩ）、ビッグデータ、5	G	、サイバーセキュリティ、モビリティ、ロジスティクスなど、
技術トレンドやビジネス動向をトピックとした各種セッションを開催予定です。

2018年　グローバルシンポジウム/キーノート　スピーカー

エグゼクティブ交流の場として、政府関係者、出展者経営幹部、各関連業界のエグゼクティブを招いた
オープニングレセプションを予定しています。

コンファレンス

オープニングレセプション

CEATEC	2019に展示される技術・サービスを表彰する「CEATEC	AWARD	2019」を実施します。
新たな価値を創出するもの、市場の発展が期待できるもの、関連産業の活性化に寄与するものなど、
すべての出展者が応募可能です。詳細は7月頃に発表します。

CEATEC AWARD 2019

CEATEC AWARD 2018の受賞企業

総務大臣賞 経済産業大臣賞

株式会社エアロネクスト

4D Gravity™搭載 
360°VR 撮影用ドローン「Next VR™」

審査員特別賞

株式会社ローソン

技術の革新によって実現できる「おもてなし」を
大切にしたローソンが目指す未来型コンビニ

京セラ株式会社

金属上でもアンテナ特性が低下しない
2.4GHz帯の小型・薄型の新アンテナ 「Amcenna」
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CEATEC 2019

出 展
ガイド

CEATEC 2019には大きく5つのエリアを設置します。展示会場は広大であり、来場者の見学
効率を向上させるため、また来場者と出展者のマッチングを向上させるためにエリア分けを
実施します。それぞれのエリアによって狙いや出展できる対象企業/団体が異なりますので、
出展目的や意図を鑑みた上で、最適な出展エリアを選択してください。

エリア ♳トータルソリューション ♴ スマートX ♵ デバイス&テクノロジー
小間規格 通常小間 スモールパッケージブース 通常小間 スモールパッケージブース 通常小間 スモールパッケージブース

出展対象 出展規程に基づき、出展者の資格を持つ
すべての企業/団体 特定産業のスマート化を図っている企業/団体 主にデバイスなどの製品や

技術テーマを取り扱う企業/団体
小間位置の選択 選択（選択順は出展申込フォームを送信いただいた順番で決定します。）
基本装飾の提供 なし あり（出展小間料に含む） なし あり（出展小間料に含む） なし あり（出展小間料に含む）

小間数 1～100小間 1～2小間 1～100小間 1～2小間 1～100小間 1～2小間

出展小間料（消費税込）
396,000	円/小間
※主催3団体会員企業
363,000円/小間

187,000円/小間
396,000	円/小間
※主催3団体会員企業
363,000円/小間

187,000円/小間
396,000	円/小間
※主催3団体会員企業
363,000円/小間

187,000円/小間

通常小間1～100小間までのいずれかの出展小間数にて出展する方法です。最適な小間数をお選びください。なお、2小間以下の出展
を希望される場合には展示台などがセットになったスモールパッケージブースもご用意しています。企業/団体展示で出展する場合は、
出展エリアを「トータルソリューション」「スマートX」または「デバイス&テクノロジー」から選択いただきます。

企業/団体展示

Society	5.0の実現に向けた、
あらゆるソリューションや製品全般を展開するエリアです。

こんな出展者にオススメです!

● Society	5.0に向けた全社のビジョンや新しいビジネスモデルを発信したい
●複数の事業部門を有しており、部門を横断して総合的に展示を展開したい
●さまざまな産業が対象となる新しいカテゴリーのソリューションを展示したい	 など

トータルソリューション01

特定の産業を革新的に変革する
ソリューションや製品を展開するエリアです。

こんな出展者にオススメです!

● コネクテッドカーや電動自動車などスマートモビリティに特化した内容を展示したい
●工場内のセンサーやM2Mなどスマートファクトリーに特化した内容を展示したい　
●スマートエネルギーに特化した内容を展示したい	 など

スマート X（エックス）02

Society	5.0の実現を支える、電子部品やデバイスおよびソフトウェアなどの
テクノロジーを展開するエリアです。

こんな出展者にオススメです!

● 電子部品をアプリケーション別に展示したい
●特定のテクノロジーにフォーカスした内容で展示したい
●現時点では向け先が定まっていないデバイスやテクノロジーを展示したい	 など

デバイス&テクノロジー03

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。
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エリア
♶ Society 5.0 TOWN ♷ Co-Creation PARK
― スタートアップ&ユニバーシティゾーン グローバルパビリオンゾーン

参画/出展対象 個人向けに事業を展開する
サービス産業(非製造業)の企業/団体

設立9年以下の
スタートアップと大学・教育機関 海外諸機関

小間位置の選択 不可 不可 不可

基本装飾の提供 なし あり
（出展小間料に含む） なし

小間数 3小間（27㎡）以上 1～2小間 （応相談）
参画/出展小間料

（消費税込）
2,200,000円

※参画料として一律の費用となります。 132,000円/小間 ※詳細は
お問い合わせください。

企画趣旨にご賛同いただき、参画する方法です。参画対象等に各種制限がございますので、ご了承ください。

企画展示

出展申込方法について

申込方法
出展申込はすべてWebサイトにて承ります。
下記URLにアクセスし、必要事項を出展申込
フォームにご入力いただき、お申込ください。

URL ▲ ▲ ▲ https://www.ceatec.com/application-form/ja/main/

申込受付開始：2019年2月19日(火) 午前10時
※申込受付開始前の申込は一切受付できません。予めご了承ください。

申込受付期限：2019年4月26日(金)
※締切日以降も募集小間が満小間になるまで随時申込を承りますが、満小間になり
次第、受付を終了します。
※申込小間数が募集小間数に達した場合は、上記申込受付期限前に募集を終了させ
ていただきます。予めご了承ください。

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

サービス産業を中心とした複数の企業の共創により、Society	 5.0で実現する
「2030年のまち」を構築する企画エリアです。2015年の「NEXTストリート」、
2016-2018年の「IoTタウン」を継承し、そのコンセプトである”未来を体験・発
信する”をさらに発展させ、共創による「まち」を作るのが、今回の企画展示
「Society	5.0	TOWN(ソサエティ	5.0タウン)」です。参画する企業は他の企業
と共に、近未来の「まち」を共創いただきます。

▲

参画対象
●		個人向けに事業を展開するサービス産業(非製造業)の
　フロントランナー企業/団体
※詳細はご相談ください。

Society 5.0 TOWN04

未来を担う国内外のスタートアップ企業および海外諸機関のパビリオンを複合
的に展開する企画エリアです。2018年まで展開していた主催者企画「スタート
アップ&ユニバーシティエリア」と「Co-Creation	Park」を統合して展開します。

▲
出展対象
● 成長を目指す設立	9年以下（2010年10	月以降に設立）のスタートアップ企業
●研究成果の社会実装を目指す大学・教育機関
●海外諸機関（在日大使館など）

Co-Creation PARK05
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CEATEC 2019 

企業/団体展示
通常小間1～100小間までのいずれかの出展小間数にて出展する方法です。出展規程に準じ、ブース装飾など自由にプランニン
グいただけます。なお、2小間以下の出展を希望される場合には展示台などがセットになったスモールパッケージブースもご用
意していますのでご活用ください。企業/団体展示で出展する場合は、出展エリアを「トータルソリューション」、「スマートX」また
は「デバイス&テクノロジー」からご選択ください。

CEATEC 2019 への出展申込にあたっては、事前に「CEATEC出展規程」を　　　　ご確認いただき、すべての事項にご同意いただいた上でお申込ください。　

トータルソリューション01

スマート X（エックス）02

デバイス&テクノロジー03

Society	5.0の実現に向けた、あらゆるソリューションや製品全般を展開するエリアです。
出展者の資格を持つすべての企業/団体が出展できます。

Society	5.0の実現を支える、電子部品や電子デバイスおよびソフトウェアなどのテクノロジーを展開するエリアです。
主な対象は下記の製品や技術テーマになります。

受動部品、接続部品、変換部品、電源、高周波部品、半導体デバイス、ディスプレイデバイス、電池、素材・電子材料、電子回路、
ソリューション・サービス、アプリケーション・ソフトウェア など

電子部品・デバイス・ソフトウェア

AI（人工知能）、ビッグデータ、5G（第5世代移動通信システム）、クラウドコンピューティング、データマネジメント、ネットワークサービス・技術、
M2M	関連システム・サービス、M2M	デバイス、PC・サーバ・ストレージ、サイネージ、プリンタ、イメージスキャナー、OCR、ハンディターミナル
	 など

データマネジメント、ビジネスネットワーク

サイバーセキュリティ、情報セキュリティ、設計・開発、運用管理、アウトソーシング、コンサルティング	 など
セキュリティ関連

特定の産業を革新的に変革するソリューションや製品を展開するエリアです。
特定産業のスマート化を図っている企業/団体が出展できます。
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CEATEC 2019 への出展申込にあたっては、事前に「CEATEC出展規程」を　　　　ご確認いただき、すべての事項にご同意いただいた上でお申込ください。　

小間位置は実行委員会で決定した小間選択用図面の指定箇所より選択をしていただきます。選択のための小間位置を示し
た「小間選択用図面」は、6月下旬（予定）より出展担当者へCEATEC運営事務局よりご案内します。小間位置は、7月に開催さ
れる「小間位置選択会」で選択していただきます。なお、選択順位は出展申込フォームを送信いただいた順番で決定します。

■ 小間位置について（出展規程参照）

通常小間

スモールパッケージブース

一般法人等 396,000円（消費税込）/小間
主催3団体の会員法人 363,000円（消費税込）/小間

■ 出展小間料

1～18小間（1～4列小間）
1小間は間口2,970mm×奥行2,970mmです。背面となる面
のバックパネルおよび他社と隣接する面のサイドパネルが
他社と接する場合があります。ただし、角小間における通
路側および独立小間となる場合にはシステムパネルは設置
しませんのでご了承ください。高さ制限は列数によって異な
りますので、出展規程にてご確認ください。

20小間以上（ブロック小間）
1小間の面積を9㎡とし、9㎡×小間数分の総面積より間口：
奥行を2：1から1：1の範囲で指定いたします。全面高さ
6mまで使用可能です。また、高さ6m以下での吊構造が
可能ですが、設置場所については会場躯体の確認調整が
必要となりますのでご了承ください。

■ 小間規格

（出展規程参照）※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

 

パラペット裏：蛍光灯

100V	1kWコンセント

社名掲出用
パラペット

※展示スペースとして
　使用できます。

展示台：引戸付き

300mm

2700mm

975mm

990mm

1980mm1980mm

1小間 187,000円（消費税込）

2小間 374,000円（消費税込）

■ 出展小間料

1小間は間口1,980mm×奥行990ｍｍ×高さ2,700mmです。
出展小間料には下記が含まれています。
・基礎壁面
・展示台（高さ975mm	下部収納付）　　
・社名掲出用パラペット（幅300mm）
・社名カッティングシート
・蛍光灯
・コンセント（容量1kWまでの単相100V電源）
・電気使用料（1kWまで無料）

■ 小間規格

（出展規程参照）※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

小間番号ボード

支柱：システムポール
（40mmφ)

バックパネル
(システムパネル）

2700mm

2970mm
2970mm

サイドパネル
(システムパネル）

小間番号ボード

サイドパネル
(システムパネル）

バックパネル
(システムパネル）

支柱：システムポール
（40mmφ)

2970mm

2700mm

2970mm

中小間の場合

角小間の場合

※申込小間数は2小間を上限とします。

CEATEC 20周年特別施策のご案内
20周年を迎えるCEATECでは、ご出展の特典として下記の特別施策を実施します。

⃝20小間以上の出展者
　・公式Webサイトトップページにてロゴを無料掲載
　・会場に設置する会場マップにてロゴを無料掲載

⃝全出展者（詳細は7月の出展者説明会にてご案内予定）
　・メールマガジンにてテキストバナー広告を無料掲載（限定20社）
　・来場者データ読み取りシステムQRアプリ 2ライセンス 無料提供
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企画コンセプト

CEATEC 2019 

企画展示
2030年、未来の「まち」を共創するパートナーになりませんか。

CEATEC 2019 への出展申込にあたっては、事前に「CEATEC出展規程」を　　　　ご確認いただき、すべての事項にご同意いただいた上でお申込ください。　

Society	5.0が実現する2030年の「未来のまち」。
そこでは、人々の暮らしがIoTやビッグデータ、
人工知能（AI）による情報提供システムや高度な
自動制御システムで、快適・安全に支えられてい
ます。エネルギーや交通・インフラ・防災などの
都市機能サービス、物流・販売などの商業サービ
ス、医療・娯楽・生涯学習などの生活サービスな
ど…。複数の業種・産業が技術とノウハウを共創
することで生み出されるこの来るべき社会を、
「共創ゾーン」を中心にリアルに提案します。

エリア内の構成

Society	5.0	TOWNは参画する複数の企業が共創して作り上げる「共創ゾーン」と各企業それぞれの展示を展開する
「個社ゾーン」の2つで構成します。

● 共創ゾーン…参画いただく複数の企業で創る共同展示ゾーンです。
● 個社ゾーン…参画いただく企業それぞれの専有展示ゾーンです。

Society 5.0 TOWN
Society	5.0	TOWNは、サービス産業のフロントランナーを中心とした複数企業による共創型の参画により、展示会場に「2030年の
まち」を構築する企画エリアです。人・モノ・情報がより多様に、自由に結びつき、人々がより健やかに、快適に暮らし、働き、楽しみを
得ることができる近未来社会、それがSociety	5.0が実現する未来の社会の姿です。その基盤をつくるのは、さまざまな産業・業種の
先端技術による「共創」に他なりません。Society	5.0による社会・生活の進化や近未来を来場者に体験していただくというゴールに
向かって、次世代のモデルとなる「まち」を私たちと共に創りませんか。

Society 5.0 TOWN04
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CEATEC 2019 への出展申込にあたっては、事前に「CEATEC出展規程」を　　　　ご確認いただき、すべての事項にご同意いただいた上でお申込ください。　

参画対象

参画できる企業/団体は個人向けに事業を展開するサービス産業（非製造業）のフロントランナー企業/団体に限ります。
ただし、当該企業/団体を含む共同参画（例：非製造業のサービス産業とエレクトロニクスメーカーの2社による共同参
画）も可能です。詳しくはご相談ください。

参画可能業種例
● 流通・小売り（スーパー、コンビニ、百貨店、ドラッグストア、
アパレルなど）

● 運輸（空運、陸運、鉄道、タクシーなど）
● エネルギー（電気、ガス、石油など）
● 建設（住宅など）
● 金融（銀行、証券、生命保険、損害保険など）

● 観光・エンタメ（旅行、ホテル、レジャー、ゲームなど）
● メディア（新聞、テレビなど）
● 医療・ヘルスケア（病院、フィットネスクラブなど）
● 教育（学校、塾、保育など）
● その他（高速道路、警備保障、冠婚葬祭サービスなど）

参画料・規格

2,200,000円(消費税込)　※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

上記には下記が含まれています。
● 3小間（27㎡）以上の専有スペース(個社ゾーン)
● 主催者による各種広報・PR活動サポート
● レセプション/ネットワーキングイベントおよび会場ツアーへの参加権
※参画料には個社ゾーンの専有スペースにおける展示諸費用は含まれておりません。
　ブース装飾費、展示物の輸送費、運営スタッフの人件費、電気代などの費用が別途発生します。

小間位置の決定

主催者にて決定します。出展者による小間位置の選択はできませんので予めご了承ください。

参画申込後の流れ

①	申込内容に基づき、参画の対象であるか等を主催者にて確認させていただきます。
②	参画が決定した企業/団体には随時打ち合わせを設定させていただきます。
③	共同展示を展開する共創ゾーンのキックオフ会議は5月中旬を予定しています。

※ご留意事項
●	Society	5.0	TOWNは、CEATECの主催者企画として実施するものです。企画趣意に基づき、賛同する企業/団体を募って実施するもので、参画には条件がございます。該当し
ない企業/団体におかれましては、他の出展方式でのCEATEC	へのご出展をご検討ください。

●	参画企業/団体のメンバーとして共創ゾーンの構築にご協力いただく方々には、企画の性質上、自社/団体においてオープンイノベーションや他社との連携などの共創事業を担当
されている方にお願いをしております。ご協力をお願いします。
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CEATEC 2019

企画展示
次世代を担うフロントランナーが集結するグローバルエリア　

CEATEC 2019 への出展申込にあたっては、事前に「CEATEC出展規程」を　　　　ご確認いただき、すべての事項にご同意いただいた上でお申込ください。　

Co-Creation PARK
Co-Creation	PARKは未来を担う国内外のスタートアップ企業および海外諸機関のパビリオンを複合的に展開する企画エリアで
す。2018年まで別々で展開していた主催者企画「スタートアップ&ユニバーシティエリア」（国内スタートアップ企業および大学・
教育機関が対象）と「Co-Creation	Park」（海外スタートアップ企業および海外諸機関が対象）を統合し、新生「Co-Creation	
PARK」として新たに展開します。

スタートアップ＆ユニバーシティゾーン

グローバルパビリオンゾーン

企画コンセプト

スタートアップ企業と大学・教育機関および海外諸機関を対象とした、製品・技術・サービスのマーケティング、市場ニーズ
の把握、ビジネスパートナー発掘の場としてご活用いただけるエリアです。

エリア内の構成

Co-Creation	PARKは「スタートアップ&ユニバーシティゾーン」と「グローバルパビリ
オンゾーン」の2つで構成します。また、ネットワーキングイベントをはじめとするエリア
限定のイベントや共通的にご利用いただけるプレゼンテーションステージ、ミーティン
グスペースなどの設置を予定しています。
⃝ プレゼンテーションステージ
企業、パートナー、メディアなどを対象としたピッチを行える、約30名の席を備えた
ステージです。エリア内に数カ所設置します。

⃝ ネットワーキングイベント
参加者同士、CEATECの出展企業とのネットワーキングを行うイベントを実施します。

⃝ ミーティングスペース
個室として利用できるミーティングルームを配置します。プライバシーが確保されま
すので、打ち合わせ等にご活用ください。

⃝ スタートアップ＆ユニバーシティゾーン
スタートアップ企業と大学・教育機関を対象とした展示ゾーン

グローバル
パビリオンゾーン

スタートアップ＆
ユニバーシティゾーン

プレゼンテーション
ステージ

ミーティング
スペース

Co-Creation PARK05
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スタートアップ＆ユニバーシティゾーン

CEATEC 2019 への出展申込にあたっては、事前に「CEATEC出展規程」を　　　　ご確認いただき、すべての事項にご同意いただいた上でお申込ください。　

出展対象

参加のメリット・特徴

小間規格

グローバルパビリオンゾーン

海外諸機関（各国駐日大使館、海外業界団体など）■ 出展対象
プランニングからサポートします。CEATEC運営事務局へご相談ください。■ 出展小間料・規格

●	成長を目指す設立9年以下（2010年10月以降に設立）のスタートアップ企業　　
●	研究成果の社会実装を目指す大学・教育機関

⃝ 高いコストパフォーマンス
リーズナブルな出展小間料で企画展示ならではの高い集客力が期待できます。製品・技術・サービスのマーケティング、
市場ニーズの把握、ビジネスパートナー発掘の場としてご活用ください。

⃝ 効率的な出展活動
ブースはパッケージ化されており、担当者お一人での出展も歓迎します。設営や撤去の負担が少ないので、効率的です。

●	備品/付帯設備一式
・	基礎壁面
・	展示台（高さ1,000mm	下部鍵付き収納）
・	ハイチェア
・	社名版サイン看板
・	コンセント	2	口	合計500W	迄
・	照明
・	A4	ホワイトボード
・	Wi-Fi

主催者にて決定します。出展者による小間位置の選択はできませんので予めご了承ください。

出展小間料 ※会期全日の常駐は必須ではありませんが、日割り料金はございません。

1小間 132,000円（消費税込） 2小間 264,000円（消費税込）

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

●	出展ツール一式
・	出展者バッジ	 ・・ 1小間15枚、	2小間30枚
・	ご案内状	 ・・・・・・・ 1,000	枚	

※規程枚数分は申込不要です。

・	車両証	・・・・・・・・・・ 1社（申込）につき1枚	
※車両証の追加・再発行は受付できません。

小間位置の決定

10
00

COMPANY NAME
社名看板

19
80 99
0

配線用開口

照明

展示台：鍵付き収納 展示台：鍵付き収納

ハイチェアー
×1

A4
ホワイトボード

49
5

49
5

1980配線用開口

コンセント2口
合計500W

990990

照明

A4ホワイト
ボード

社名看板

ハイテーブル

社名看板照明 照明1800

27
00

10
00

35
0

14
00

30
0

1980

展示台：鍵付き収納 展示台：
鍵付き
収納

A4ホワイト
ボード

1980
495990 495
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16

3 ロの字デッキ2階(駅側) 横断幕

6 ロの字デッキ1階（メッセ側） 横断幕

2 ロの字デッキ1階（駅側） 横断幕 4 ロの字デッキシートサイン 弱粘着シート1 プレナ前柱 弱粘着シート

5 ロの字デッキ2階（WBG側） 横断幕 会場内天井吊り下げバナー

7
8
9
10

広告スペー
ス

※注意事項※
屋外広告について
・企業広告掲出に関しては、千葉市屋外広告物条例に基づく審査があります。
・意匠内容については、つぎの条件を必ず満たして下さい。
①広告掲出する場合は、出展・協賛企業等イベントに関係する企業の広告に限ります。
②地色に黒又は原色を使用したことにより、美観風致を害すると判断されるものでないこと。
③蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により、美観風致を害し、又
は交通の安全を妨げると判断されるものでないこと。
④千葉市広告掲載基準要綱第５条や千葉市広告掲載基準第4条・第5条を遵守すること。
・催物名・会期・幕張メッセ○○ホールと必ず明記して下さい。
・広告内容が利用申込書と異なる場合等、（株）幕張メッセから掲出の差し止め、または撤去
の求めにより発生する損害等については、CEATEC 運営事務局および（株）幕張メッセは一
切の責任を負いません。

・千葉県・千葉市等による公共工事が実施される場合には、上記内容、設置場所が予告なく変
更される場合がありますので予めご了承ください。

自社ブース上部 天井吊り下げバナーについて
・自社ブース上部 天井吊り下げバナーは、床面からバナー下辺までの高さを 8.5m で設定し、
出展者の搬入前に CEATEC 運営事務局にて取り付けを行います。会場躯体の関係で、高さ
8.5mで取り付けが出来ない箇所がございます。事前にお問い合わせください。

・吊り構造を行う場合は、吊り構造のトラスが接触する場合がございますので、予めご留意くだ
さい。その場合、吊り直し等のご希望は一切お受けできませんので、株式会社工芸社に事前
にお問い合わせのうえ調整をお願いいたします。
　その他、現地での個別対応については、全て有償となります。
・吊り位置はご希望の位置に取り付けさせていただきますが、会場躯体の吊り元の関係で多少
のずれが生じることもございますので、ご了承ください。

幕張メッセ周辺図
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サイン広告

CEATEC 2019

広告スポンサー/コンファレンスルーム

JR海浜幕張駅から幕張メッセまでの動線上で、来場者を効果的に出展ブースに集客することを目的としたサイン広告です。

10月15日（火）～	10月18日（金）

掲載期間

CEATEC	2019出展者

利用資格

※お申込いただいた後、状況により設置可能場所が制限される場合がございますことをご了承ください。

広告配置図

掲載料金

限定数 広告スペース詳細（W×H）	 一般法人等（消費税込）	 主催3団体会員（消費税込）
AD1 プレナ前柱	弱粘着シート 1 1,000mm×2,000mm（4面） 275,000円 220,000円
AD2 ロの字デッキ1階（駅側）	横断幕 1 4,000mm×900mm（両面） 495,000円 396,000円
AD3 ロの字デッキ2階（駅側）	横断幕 1 2,700mm×900mm 220,000円 176,000円
AD4 ロの字デッキシートサイン	弱粘着シート 1 1,000mm×450mm（159面） 2,475,000円 2,200,000円
AD5 ロの字デッキ2階（WBG側）	横断幕 1 2,700mm×900mm 220,000円 176,000円
AD6 ロの字デッキ1階（メッセ側）	横断幕 1 5,400mm×900mm（両面） 495,000円 396,000円
AD7 天井吊り下げバナー1面 応相談 5,400mm×3,600mm 1,210,000円 968,000円
AD8 天井吊り下げバナー2面（両面） 応相談 5,400mm×3,600mm 1,650,000円 1,320,000円
AD9 天井吊り下げバナー3面 応相談 5,400mm×3,600mm 2,200,000円 1,760,000円
AD10 天井吊り下げバナー4面 応相談 5,400mm×3,600mm 2,750,000円 2,200,000円
※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。
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コンファレンスルーム
出展者はもちろん、コンファレンスのみでもCEATECにご参加いただけます。
展示では表現の難しい分野や技術をコンファレンスを通じて提案する場を提供します。

CEATEC	2019出展者もしくはCEATEC	2019の「出展者の資格」に準ずる法人等

参加資格

		10月16日（水） 		10月17日（木） 		10月18日（金）
M S M S M S

1Day（9:00-18:00） M1	 S1	 M2	 S2	 M3 S3	
11:00-12:00 M1ー1	 S1ー1	 M2ー1	 S2ー1	 M3ー1 S3ー1	
12:30-13:30 M1ー2 S1ー2 M2ー2 S2ー2 M3ー2 S3ー2
	14:00-15:00 M1ー3 S1ー3 M2ー3 S2ー3 M3ー3 S3ー3
15:30-16:30 M1ー4 S1ー4 M2ー4 S2ー4 M3ー4 S3ー4

募集枠

受付関連 受付台、受付用QRコードリーダー プレゼンテーション
関連

音響設備、プロジェクタ、スクリーン
※PCはお持込みください

進行関連 演台、司会台、マイク サポートスタッフ 受付スタッフ1名、機材オペレータ	1名

基本設備

定員/料金

1Day（終日） 1,100,000円（消費税込） 1セッション（1時間） 330,000円（消費税込）

● Mプラン　定員：200名（スクール＋後方シアター）

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

1Day（終日） 770,000円（消費税込） 1セッション（1時間） 220,000円（消費税込）

● Sプラン　定員：		100名（スクール＋後方シアター）

サポートサービス

公式Webサイトでの告知  無料
CEATECの企画するキーノートスピーチや技術セッションな
どと同様にオフィシャルプログラムとして、セミナー紹介
ページで講演タイトルやアブストラクト等を掲載します。

ご案内状での告知  無料
約700,000部を発行するご案内状に、CEATECオフィシャル
プログラムとしてセミナー情報を掲載します。また、コンファ
レンススポンサー企業には、ご案内状100部をご提供します。

メールマガジンでの告知配信・SNS等  無料
登録者約320,000件※に配信しているCEATEC	OFFICIAL	MAIL	
MAGAZINEや、公式Facebook、Twitter等にて、コンファレンスの
開催告知を掲載します。	※情報配信可能なメールアドレス宛

聴講予約受付  無料
CEATECの保有するシステムにより、セッションの事前聴講
予約をWebサイトで受け付けます。

聴講者データの提供  無料
セッション聴講者の登録情報（名刺情報等）は、開催終了後に
CSVデータで納品します。聴講者データは今後の営業活動に
ご活用いただくことが可能です。

インターネット回線等の追加備品  有料
セッションでインターネットを利用する場合、LANケーブル接
続によるネットワークのご提供が可能です。また、その他同時通
訳設備など、追加備品等が必要な場合、有料にて対応いたします。

申込期間

1Day 2019年2月19日（火）～3月29日（金）
1セッション 2019年4月1日（月）～4月26日（金）

出展申込同様、Webサイト（P.09参照）にて申込フォームを送信いただいた順番で受け付けます。
申込の空き状況はCEATEC運営事務局までお問合せください。

広告スポンサー/コンファレンスルーム 申込方法について
出
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1社が代表して出展申込および出展小間料の支払いを行ってください。なお、共同出展予定の会社情報については、出展申込後に所定のフォーム（7月配
布予定）にて必要事項をご提出ください。

(5) 2社以上の会社が共同で出展する場合

破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しく
はこれに関与している者、または業務停止命令等の行政処分を受けた者の申込は受理しません。また、当協会が上記に等しいと認めた場合も同様としま
す。なお、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には、契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展小間料につい
ては全額返却します。当協会は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。

(6) 出展申込の拒否

CEATECに初めて出展される場合は、出展申込書・契約書に「会社概要」および「出展予定製品カタログ」を必ず添付してください。また、初出展でない場合でも、
以前提出された「会社概要」または「出展予定製品カタログ」に重要な変更があった場合には、変更後の「会社概要」または「出展予定製品カタログ」を添付して
ください。上記添付資料がない場合には、出展申込書・契約書の受理を保留し、添付資料を確認のうえ申込を受け付けます。

(4) 「会社概要」等の添付

2. 出展申込および契約
「出展申込フォーム」に必要事項を入力のうえ送信（お申込）してください。お申込後、CEATEC 運営事務局である一般社団法人日本エレクトロニクス
ショー協会（以下「当協会」と呼称することがあります）より出展申込の受理確認をE-maiｌにてご連絡します。
この受理確認メール本文中に記載された期日を出展契約締結日とし、出展者は出展小間料の支払い義務を負うものとします。

(1) 申込先

CEATEC運営事務局（一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会）
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル5階  TEL：(03)6212-5233  FAX：(03)6212-5226  E-mail：contact2019@ceatec.com

2019年2月19日（火）午前10時
(2) 申込受付開始

※受付開始前の申込は受付できません。

2019 年 4月 26 日（金）
(3) 申込期限

※締切以降も募集小間が満小間になるまで随時出展を受け付けますが、満小間になり次第、受付を終了します。
※申込小間数が募集小間数に達した場合は、上記申込締切前に募集を締め切りとさせていただきますのでご了承ください。

1. 出展の資格に関する事項

1-2. 出展エリア
(1) CEATEC は、以下のエリア構成となります。

(2) 希望するエリアにまとめて出展するか、エリアごとに分かれて出展することができます。複数のエリアに出展する際には、エリアごとに「出展申込」が
必要となります。

(3) エリア構成は「出展規程」に記載されているそれぞれの出展エリアに基づき行います。エリアの構成および名称は申込状況に応じ実行委員会にて決
定後ご案内します。
※エリアに小間数が満たない場合は、他の出展エリアと統合等を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 企業/団体展示 ■ 企画展示
 ● トータルソリューション  ● Society 5.0 TOWN
 ● スマートX  ● Co-Creation PARK
 ● デバイス＆テクノロジー
※企画展示（Society 5.0 TOWN、Co-Creation PARK）は企画毎に募集要領が異なります。（出展のご案内 ページ12～15参照）

1-1. 出展者の資格
CEATEC には、次の各業種の出展対象製品を取り扱うまたは、関連する事業を行う以下の法人等が出展できます。

(1) 上記の業種の法人等が出展物を出展する場合であっても、広告代理店等を介しての出展はできません。
(2) 出展対象の法人等や過去に出展実績のある法人等においても、出展規程や各種マニュアルに定める規程に違反した場合、あるいは実行委員会（「8-3.実行委員会」参照）
が来場者や他の出展者へ悪影響をおよぼすと判断した場合、その他、実行委員会が不適当と判断した場合は、出展申込の受理または出展契約締結の前後にかかわらず、
出展をお断りする場合があります。その場合、既に払い込まれた出展小間料については全額返却します。（「2. 出展申込および契約」参照）

① IT及びエレクトロニクス機器関連
② 電子部品、デバイス、材料、素材、装置関連
③ 放送・情報通信関連
④ ソフトウェア・コンテンツ関連
⑤ 自動車、モビリティ関連
⑥ 公共インフラ関連
⑦ ヘルスケア関連
⑧ エネルギー関連
⑨ 金融関連
⑩ 農林関連

⑪ 機械・製造関連
⑫ 建設関連（ディベロッパー）
⑬ 上記①～⑫を取り扱う商社・卸売業関連
⑭ 物流・運輸関連
⑮ 流通・小売業関連
⑯ アパレル関連
⑰ スポーツ関連
⑱ 観光関連
⑲ サービス関連
⑳ 新聞・雑誌等の出版社

㉑ 教育・研究機関
㉒ 行政機関・行政法人・公益法人・非営利法人・
公共団体・業界団体

㉓ 上記の各業種以外の主催3団体
（一般社団法人電子情報技術産業協会、
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会）
の会員

㉔ その他実行委員会（「8-3. 実行委員会」参照）
が認める企業

3-1. 通常小間［企業 / 団体展示］
3. 小間の料金・規格 ・仕様・ 定義

2,970mm
2,970mm

小間番号板

 バックパネル
（システムパネル）

サイドパネル
（システムパネル）

990mm

1980mm
1980mm

975mm

2700mm

300mm

パラペット裏：蛍光灯
100V 1kWコンセント

社名掲出用パラペット

展示台：引戸付き

※展示スペースとして
　使用できます。

企画毎に募集要領が異なります。（出展のご案内 ページ12～15参照）
3-3. 企画展示（Society 5.0 TOWN、Co-Creation PARK）

CEATECでは、小間を上記のとおり、「通常小間」と「スモールパッケージブース」「企画展示」で表現、分類していますが、ご請求の際は、「出展小間
料」に統一してご請求しています。

3-4. 小間の表現の定義

1 小間

2小間

@ 187,000 円（消費税込）
@ 374,000 円（消費税込） 

①規格　間口 1,980mm×奥行 990ｍｍ×高さ2,700mm
②パッケージブース仕様

(2) スモールパッケージブースの規格

・基礎壁面
・展示台（高さ975mm 下部収納付）　　
・社名掲出用パラペット（幅 300mm）
・社名カッティングシート

・蛍光灯
・コンセント（容量1kWまでの単相100V電源）
・電気使用料（1kWまで無料）

※消費税は、本展開催日の 2019 年 10 月時点の税率を適用します。
※備品パッケージ付

3-2. スモールパッケージブース［企業 / 団体展示］
(1) 出展小間料 ※申込小間数は2小間を上限とします。

(1) 出展小間料 通常小間 1 小間につき次のとおりとします。

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

一般法人等

@ 363,000円（消費税込）

@ 396,000円（消費税込）
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会　のいずれかの会員法人

規格は 1 小間の面積を9㎡とし、9㎡×小間数分の総面積より間口：奥行を2：1 から 1：1 の範囲で墨出しします。寸法については小間位置選
択の時期に図面に記載します。出展者は、指定の小間スペースに対して、カーペット等の設置により来場者が通路と境界線を視認できるような施
工をするようご配慮ください。なお、小間の総数が 20 小間以上の団体出展については三列・四列小間の小間規格とします。

(3) 20 小間以上（ブロック小間）

出展物および装飾物の高さの制限は前記のとおりとします。ただし、出展物の特性上高さが制限を超える場合は、後日、CEATEC 運営事務局に
「出展製品の高さ超過申請書」とブース設計図（平面図・立面図）を提出し、実行委員会の許可を受けてください。この場合、出展物は自社小間
内（通路および基礎パネルより1m セットバックした部分）に展示することとし、通路上の空間等にはみ出すことはできません。高さ超過の許可を
受けた出展物に関しては機材の原状で出展するものとし、社名・製品名等の装飾を施すことを禁止します。

(5) 出展製品が高さ制限を超過する場合

基礎パネルの高さを2.7mとして、以下の範囲での高さ超過が認められます。
① 一列小間（1、2、3、4、5、6小間）
通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ3.6mまで使用可能。

② 二列小間（4、6、8、10、12小間）
通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ3.6mまで使用可能。

③ 三列・四列小間（9、12、15、16、18小間）
通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ6mまで使用可能。
※団体出展において申込小間数が二列小間形態で20小間以上となる場合は、三列・四列小間の
高さ制限を適用。

④ 20小間以上
全面高さ6mまで使用可能です。ブロック小間については高さ6m以下での吊構造が
可能です。なお、吊構造の設置場所は、会場躯体の確認調整が必要です。
※列小間で2.7mを超過して社名を掲出する場合、来場者の誤解が生じないよう、接する他社ブースに向けた掲出は禁止いたします。

(4) 高さ制限
【 三列・四列小間

20小間以上

】

【 】

【 一列小間 】

【 二列小間 】

2.7m以下
3.6m以下
6.0m以下

(2) 1 小間～18 小間（一列～四列小間の規格）
① 規格　間口2,970mm×奥行2,970mm
② 仕様　列小間の出展者には、背面となる面のバックパネルおよび他社と隣接する面のサイドパネルをシステムパネルで設置します。なお、

角小間の通路側のシステムパネルと、独立小間となる小間にシステムパネルは設置しません。

CEATEC出展規程
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1社が代表して出展申込および出展小間料の支払いを行ってください。なお、共同出展予定の会社情報については、出展申込後に所定のフォーム（7月配
布予定）にて必要事項をご提出ください。

(5) 2社以上の会社が共同で出展する場合

破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しく
はこれに関与している者、または業務停止命令等の行政処分を受けた者の申込は受理しません。また、当協会が上記に等しいと認めた場合も同様としま
す。なお、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には、契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展小間料につい
ては全額返却します。当協会は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。

(6) 出展申込の拒否

CEATECに初めて出展される場合は、出展申込書・契約書に「会社概要」および「出展予定製品カタログ」を必ず添付してください。また、初出展でない場合でも、
以前提出された「会社概要」または「出展予定製品カタログ」に重要な変更があった場合には、変更後の「会社概要」または「出展予定製品カタログ」を添付して
ください。上記添付資料がない場合には、出展申込書・契約書の受理を保留し、添付資料を確認のうえ申込を受け付けます。

(4) 「会社概要」等の添付

2. 出展申込および契約
「出展申込フォーム」に必要事項を入力のうえ送信（お申込）してください。お申込後、CEATEC 運営事務局である一般社団法人日本エレクトロニクス
ショー協会（以下「当協会」と呼称することがあります）より出展申込の受理確認をE-maiｌにてご連絡します。
この受理確認メール本文中に記載された期日を出展契約締結日とし、出展者は出展小間料の支払い義務を負うものとします。

(1) 申込先

CEATEC運営事務局（一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会）
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル5階  TEL：(03)6212-5233  FAX：(03)6212-5226  E-mail：contact2019@ceatec.com

2019年2月19日（火）午前10時
(2) 申込受付開始

※受付開始前の申込は受付できません。

2019 年 4月 26 日（金）
(3) 申込期限

※締切以降も募集小間が満小間になるまで随時出展を受け付けますが、満小間になり次第、受付を終了します。
※申込小間数が募集小間数に達した場合は、上記申込締切前に募集を締め切りとさせていただきますのでご了承ください。

1. 出展の資格に関する事項

1-2. 出展エリア
(1) CEATEC は、以下のエリア構成となります。

(2) 希望するエリアにまとめて出展するか、エリアごとに分かれて出展することができます。複数のエリアに出展する際には、エリアごとに「出展申込」が
必要となります。

(3) エリア構成は「出展規程」に記載されているそれぞれの出展エリアに基づき行います。エリアの構成および名称は申込状況に応じ実行委員会にて決
定後ご案内します。
※エリアに小間数が満たない場合は、他の出展エリアと統合等を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 企業/団体展示 ■ 企画展示
 ● トータルソリューション  ● Society 5.0 TOWN
 ● スマートX  ● Co-Creation PARK
 ● デバイス＆テクノロジー
※企画展示（Society 5.0 TOWN、Co-Creation PARK）は企画毎に募集要領が異なります。（出展のご案内 ページ12～15参照）

1-1. 出展者の資格
CEATEC には、次の各業種の出展対象製品を取り扱うまたは、関連する事業を行う以下の法人等が出展できます。

(1) 上記の業種の法人等が出展物を出展する場合であっても、広告代理店等を介しての出展はできません。
(2) 出展対象の法人等や過去に出展実績のある法人等においても、出展規程や各種マニュアルに定める規程に違反した場合、あるいは実行委員会（「8-3.実行委員会」参照）
が来場者や他の出展者へ悪影響をおよぼすと判断した場合、その他、実行委員会が不適当と判断した場合は、出展申込の受理または出展契約締結の前後にかかわらず、
出展をお断りする場合があります。その場合、既に払い込まれた出展小間料については全額返却します。（「2. 出展申込および契約」参照）

① IT及びエレクトロニクス機器関連
② 電子部品、デバイス、材料、素材、装置関連
③ 放送・情報通信関連
④ ソフトウェア・コンテンツ関連
⑤ 自動車、モビリティ関連
⑥ 公共インフラ関連
⑦ ヘルスケア関連
⑧ エネルギー関連
⑨ 金融関連
⑩ 農林関連

⑪ 機械・製造関連
⑫ 建設関連（ディベロッパー）
⑬ 上記①～⑫を取り扱う商社・卸売業関連
⑭ 物流・運輸関連
⑮ 流通・小売業関連
⑯ アパレル関連
⑰ スポーツ関連
⑱ 観光関連
⑲ サービス関連
⑳ 新聞・雑誌等の出版社

㉑ 教育・研究機関
㉒ 行政機関・行政法人・公益法人・非営利法人・
公共団体・業界団体

㉓ 上記の各業種以外の主催3団体
（一般社団法人電子情報技術産業協会、
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会）
の会員

㉔ その他実行委員会（「8-3. 実行委員会」参照）
が認める企業

3-1. 通常小間［企業 / 団体展示］
3. 小間の料金・規格 ・仕様・ 定義

2,970mm
2,970mm

小間番号板

 バックパネル
（システムパネル）

サイドパネル
（システムパネル）

990mm

1980mm
1980mm

975mm

2700mm

300mm

パラペット裏：蛍光灯
100V 1kWコンセント

社名掲出用パラペット

展示台：引戸付き

※展示スペースとして
　使用できます。

企画毎に募集要領が異なります。（出展のご案内 ページ12～15参照）
3-3. 企画展示（Society 5.0 TOWN、Co-Creation PARK）

CEATECでは、小間を上記のとおり、「通常小間」と「スモールパッケージブース」「企画展示」で表現、分類していますが、ご請求の際は、「出展小間
料」に統一してご請求しています。

3-4. 小間の表現の定義

1 小間

2小間

@ 187,000 円（消費税込）
@ 374,000 円（消費税込） 

①規格　間口 1,980mm×奥行 990ｍｍ×高さ2,700mm
②パッケージブース仕様

(2) スモールパッケージブースの規格

・基礎壁面
・展示台（高さ975mm 下部収納付）　　
・社名掲出用パラペット（幅 300mm）
・社名カッティングシート

・蛍光灯
・コンセント（容量1kWまでの単相100V電源）
・電気使用料（1kWまで無料）

※消費税は、本展開催日の 2019 年 10 月時点の税率を適用します。
※備品パッケージ付

3-2. スモールパッケージブース［企業 / 団体展示］
(1) 出展小間料 ※申込小間数は2小間を上限とします。

(1) 出展小間料 通常小間 1 小間につき次のとおりとします。

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

一般法人等

@ 363,000円（消費税込）

@ 396,000円（消費税込）
一般社団法人電子情報技術産業協会
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会　のいずれかの会員法人

規格は 1 小間の面積を9㎡とし、9㎡×小間数分の総面積より間口：奥行を2：1 から 1：1 の範囲で墨出しします。寸法については小間位置選
択の時期に図面に記載します。出展者は、指定の小間スペースに対して、カーペット等の設置により来場者が通路と境界線を視認できるような施
工をするようご配慮ください。なお、小間の総数が 20 小間以上の団体出展については三列・四列小間の小間規格とします。

(3) 20 小間以上（ブロック小間）

出展物および装飾物の高さの制限は前記のとおりとします。ただし、出展物の特性上高さが制限を超える場合は、後日、CEATEC 運営事務局に
「出展製品の高さ超過申請書」とブース設計図（平面図・立面図）を提出し、実行委員会の許可を受けてください。この場合、出展物は自社小間
内（通路および基礎パネルより1m セットバックした部分）に展示することとし、通路上の空間等にはみ出すことはできません。高さ超過の許可を
受けた出展物に関しては機材の原状で出展するものとし、社名・製品名等の装飾を施すことを禁止します。

(5) 出展製品が高さ制限を超過する場合

基礎パネルの高さを2.7mとして、以下の範囲での高さ超過が認められます。
① 一列小間（1、2、3、4、5、6小間）
通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ3.6mまで使用可能。

② 二列小間（4、6、8、10、12小間）
通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ3.6mまで使用可能。

③ 三列・四列小間（9、12、15、16、18小間）
通路および基礎パネルより1mセットバックした部分は、高さ6mまで使用可能。
※団体出展において申込小間数が二列小間形態で20小間以上となる場合は、三列・四列小間の
高さ制限を適用。

④ 20小間以上
全面高さ6mまで使用可能です。ブロック小間については高さ6m以下での吊構造が
可能です。なお、吊構造の設置場所は、会場躯体の確認調整が必要です。
※列小間で2.7mを超過して社名を掲出する場合、来場者の誤解が生じないよう、接する他社ブースに向けた掲出は禁止いたします。

(4) 高さ制限
【 三列・四列小間

20小間以上

】

【 】

【 一列小間 】

【 二列小間 】

2.7m以下
3.6m以下
6.0m以下

(2) 1 小間～18 小間（一列～四列小間の規格）
① 規格　間口2,970mm×奥行2,970mm
② 仕様　列小間の出展者には、背面となる面のバックパネルおよび他社と隣接する面のサイドパネルをシステムパネルで設置します。なお、

角小間の通路側のシステムパネルと、独立小間となる小間にシステムパネルは設置しません。
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取り消し等の意思表示は、書面の郵送またはファックス、E-mail 送信によることとし、当協会到着日に有効とします。

2019 年４月27日（土）以降 小間料の100％

申込後、出展者の都合により出展を取り消す場合、あるいは申込小間数を削減する場合は、次の金額を申込解約金として申し受けます。解約金には
消費税を加算します。

3-9. 出展の取消および小間の削減

3-8. 出展小間料の払い込み
出展小間料は、「一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会」からの請求により、以下の期限までに指定の銀行口座にお振り込みください。（指
定口座は請求時にご案内します。）なお、手形によるお支払いはお断りします。また、振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。

2019年6月28日（金）出展小間料払い込み期限

4-1. 出展小間料以外の経費
4. 出展小間料以外の経費に関する事項

(1) 基礎パネル以外の小間装飾および下記の経費は出展小間料に含まれておりません。

4-2. 出展小間料以外の払い込み
出展小間料以外の諸費用は、以下の期限までに指定の銀行口座にお振込みください。（指定口座は請求時にご案内します。）なお、手形によるお支払いはお
断りします。振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。また、請求元については、後日配布する「出展者マニュアル」でご案内します。

一次側幹線工事費+電気使用料

時間外作業費

(2) ユーティリティブース（別途申込制）

(3) その他
その他照明、カーペット等のレンタル備品、ガス、水道の使用などは別途申込および費用が必要です。また、出展者の希望や、小間設計に係わる法令上
の必要に応じて発生する経費がありますが、詳細については、後日配布する「出展者マニュアル」でご案内します。

@ 11,000円/kW（消費税込）

@ 11,000円/時間（消費税込）

倉庫、控室など、関係者向けのみに利用 1棟 220,000円（消費税込）

出展小間料以外の払い込み期限 2019年12月2７日（金）

出展者バッジ
（1小間あたり15枚を超える分）

作業員バッジ（1小間あたり5枚を超える分）
ご案内状（前記無料枚数を超える分）
封筒（OPP/長3）※ご案内状等発送用

9月27日（金）までの申込

会場での販売

@ 1,650円/枚（消費税込）
@ 3,300円/枚（消費税込）
@ 550円/枚（消費税込）
@ 330円/枚（消費税込）
@ 22円/部（消費税込）

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

3-5. 申込小間数と小間の形態

(1) 一列から四列小間は、1辺～ 3辺が他社と接する場合があります。
(2) 共同出展または業界団体による出展の場合は、申込上限の100小間を超えて申し込むことができます。
(3) 申込締め切り後、実行委員会において会場構成等を審議し、会場の収容力が不足する場合は、公平な基準を設け、各出展者の小間数を申込数
より削減して割り当てる調整を行うことがあります。その際は、出展者の皆様にはご了承願います。

1, 2

申込小間数

4, 6, 8, 10, 12

9, 12, 15, 18

16

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

小間の種類
通常小間

スモールパッケージブース

小間の形態
一列小間
二列小間

三列小間

四列小間

ブロック小間

一列小間

1, 2, 3, 4, 5, 6

3-6. 小間位置の決定

(3) 固定小間
以下の小間は実行委員会により、あらかじめ小間位置を決定させていただきます。
①国内関連団体の小間　　②海外協力団体の小間

(4) 小間割決定後、空きスペースにユーティリティブース等を設けますが、小間数の増減等により小間割に変更が生じる場合があります。その際は、出展
者の皆様にはご了承願います。

(5) ブロック小間等の出展者に対し、実行委員会が来場者の動線を考慮し、小間の出入り口を指定する場合があります。
(6) 出展申込締切(4月26日(金))後の希望した出展エリアの変更は原則としてお受けできません。

(2) 予備小間
4月26日(金)までに募集小間数に満たなかった場合、残りの小間を予備小間として配置します。4月27日（土）以降にお申込いただく場合、優先締め
切りまでにお申込いただいた出展者の小間位置確定後、この予備小間の中から申込フォームを送信いただいた順番に小間割図面の指定箇所より
選択をしていただきます。

(1) 小間位置の決定
小間位置は実行委員会で決定した小間選択用図面の指定箇所より選択をしていただきます。選択のための小間位置を示した「小間選択用図面」は、
6月下旬（予定）より出展担当者へCEATEC運営事務局よりご案内します。小間位置は、7月に開催される「小間位置選択会」で選択していただきます。
なお、選択順位は申込フォームを送信いただいた順番で決定します。
※小間位置決定に関するご注意
・出展申込状況に基づきエリア構成を行います。エリア構成は、実行委員会で決定します。
・来場者動線、避難動線または搬出入の安全性の確保などの観点、及び、会場小間割を円滑に進めるため、ブロック小間等は小間位置選択会に先立ち、申込フォームを送信いただ
いた順番で事前に小間位置を決定する場合があります。
・小間位置決定後も小間割図面を変更し、それに関連して小間を再配置することがあります。
・選択順位は、出展申込フォーム送信日時を確認の上、公正に管理しますが、申込時刻が完全に一致する場合等については、過去の実績（出展回数、規模）や主催3団体会員である
かなどを勘案したうえ、CEATEC運営事務局にて決定します。

3-7. 出展小間料に含まれる経費
(1) バッジ

出展者バッジ
作業員バッジ

1 小間あたり 15 枚
1 小間あたり 5 枚

※追加の場合は、「4-1. 出展小間料以外の経費」参照

(2) ご案内状 （申込制※）

1 小間～ 3 小間　
4 小間～ 8 小間
9 小間～ 12 小間
15 小間～ 20 小間
以降 5 小間あたり

1,000 枚 まで
2,500 枚 まで
4,000 枚 まで
6,000 枚 まで
1,200 枚ずつプラス

※企画展示（Society 5.0 TOWN、Co-Creation PARK）に出展する場合、規程枚数分は申込不要です。
※追加の場合は、「4-1. 出展小間料以外の経費」参照

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。
※スペースの関係上、1社（複数のエリアにご出展の場合は、1エリアごとに）の申込上限を設定させていただく場合があります。
※後日配布する「出展者マニュアル」にてお申込ください。

① 規格　　　間口2,970mm× 奥行2,970mm× 高さ2,700mm
② 付属備品　システムパネル（壁）、鍵付きドア、蛍光灯2本、コンセント１個、電気容量は800w まで使用可能。
③ 設置位置　ユーティリティブースは小間周辺の会場内に設置しますが、設置場所は実行委員会に一任させていただきます。ただし、会場スペースに限

りがあるため、申込小間数によっては、ユーティリティブースを屋外等に設置する場合がありますのでご了承ください。
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取り消し等の意思表示は、書面の郵送またはファックス、E-mail 送信によることとし、当協会到着日に有効とします。

2019 年４月27日（土）以降 小間料の100％

申込後、出展者の都合により出展を取り消す場合、あるいは申込小間数を削減する場合は、次の金額を申込解約金として申し受けます。解約金には
消費税を加算します。

3-9. 出展の取消および小間の削減

3-8. 出展小間料の払い込み
出展小間料は、「一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会」からの請求により、以下の期限までに指定の銀行口座にお振り込みください。（指
定口座は請求時にご案内します。）なお、手形によるお支払いはお断りします。また、振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。

2019年6月28日（金）出展小間料払い込み期限

4-1. 出展小間料以外の経費
4. 出展小間料以外の経費に関する事項

(1) 基礎パネル以外の小間装飾および下記の経費は出展小間料に含まれておりません。

4-2. 出展小間料以外の払い込み
出展小間料以外の諸費用は、以下の期限までに指定の銀行口座にお振込みください。（指定口座は請求時にご案内します。）なお、手形によるお支払いはお
断りします。振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。また、請求元については、後日配布する「出展者マニュアル」でご案内します。

一次側幹線工事費+電気使用料

時間外作業費

(2) ユーティリティブース（別途申込制）

(3) その他
その他照明、カーペット等のレンタル備品、ガス、水道の使用などは別途申込および費用が必要です。また、出展者の希望や、小間設計に係わる法令上
の必要に応じて発生する経費がありますが、詳細については、後日配布する「出展者マニュアル」でご案内します。

@ 11,000円/kW（消費税込）

@ 11,000円/時間（消費税込）

倉庫、控室など、関係者向けのみに利用 1棟 220,000円（消費税込）

出展小間料以外の払い込み期限 2019年12月2７日（金）

出展者バッジ
（1小間あたり15枚を超える分）

作業員バッジ（1小間あたり5枚を超える分）
ご案内状（前記無料枚数を超える分）
封筒（OPP/長3）※ご案内状等発送用

9月27日（金）までの申込

会場での販売

@ 1,650円/枚（消費税込）
@ 3,300円/枚（消費税込）
@ 550円/枚（消費税込）
@ 330円/枚（消費税込）
@ 22円/部（消費税込）

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。

3-5. 申込小間数と小間の形態

(1) 一列から四列小間は、1辺～ 3辺が他社と接する場合があります。
(2) 共同出展または業界団体による出展の場合は、申込上限の100小間を超えて申し込むことができます。
(3) 申込締め切り後、実行委員会において会場構成等を審議し、会場の収容力が不足する場合は、公平な基準を設け、各出展者の小間数を申込数
より削減して割り当てる調整を行うことがあります。その際は、出展者の皆様にはご了承願います。

1, 2

申込小間数

4, 6, 8, 10, 12

9, 12, 15, 18

16

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

小間の種類
通常小間

スモールパッケージブース

小間の形態
一列小間
二列小間

三列小間

四列小間

ブロック小間

一列小間

1, 2, 3, 4, 5, 6

3-6. 小間位置の決定

(3) 固定小間
以下の小間は実行委員会により、あらかじめ小間位置を決定させていただきます。
①国内関連団体の小間　　②海外協力団体の小間

(4) 小間割決定後、空きスペースにユーティリティブース等を設けますが、小間数の増減等により小間割に変更が生じる場合があります。その際は、出展
者の皆様にはご了承願います。

(5) ブロック小間等の出展者に対し、実行委員会が来場者の動線を考慮し、小間の出入り口を指定する場合があります。
(6) 出展申込締切(4月26日(金))後の希望した出展エリアの変更は原則としてお受けできません。

(2) 予備小間
4月26日(金)までに募集小間数に満たなかった場合、残りの小間を予備小間として配置します。4月27日（土）以降にお申込いただく場合、優先締め
切りまでにお申込いただいた出展者の小間位置確定後、この予備小間の中から申込フォームを送信いただいた順番に小間割図面の指定箇所より
選択をしていただきます。

(1) 小間位置の決定
小間位置は実行委員会で決定した小間選択用図面の指定箇所より選択をしていただきます。選択のための小間位置を示した「小間選択用図面」は、
6月下旬（予定）より出展担当者へCEATEC運営事務局よりご案内します。小間位置は、7月に開催される「小間位置選択会」で選択していただきます。
なお、選択順位は申込フォームを送信いただいた順番で決定します。
※小間位置決定に関するご注意
・出展申込状況に基づきエリア構成を行います。エリア構成は、実行委員会で決定します。
・来場者動線、避難動線または搬出入の安全性の確保などの観点、及び、会場小間割を円滑に進めるため、ブロック小間等は小間位置選択会に先立ち、申込フォームを送信いただ
いた順番で事前に小間位置を決定する場合があります。
・小間位置決定後も小間割図面を変更し、それに関連して小間を再配置することがあります。
・選択順位は、出展申込フォーム送信日時を確認の上、公正に管理しますが、申込時刻が完全に一致する場合等については、過去の実績（出展回数、規模）や主催3団体会員である
かなどを勘案したうえ、CEATEC運営事務局にて決定します。

3-7. 出展小間料に含まれる経費
(1) バッジ

出展者バッジ
作業員バッジ

1 小間あたり 15 枚
1 小間あたり 5 枚

※追加の場合は、「4-1. 出展小間料以外の経費」参照

(2) ご案内状 （申込制※）

1 小間～ 3 小間　
4 小間～ 8 小間
9 小間～ 12 小間
15 小間～ 20 小間
以降 5 小間あたり

1,000 枚 まで
2,500 枚 まで
4,000 枚 まで
6,000 枚 まで
1,200 枚ずつプラス

※企画展示（Society 5.0 TOWN、Co-Creation PARK）に出展する場合、規程枚数分は申込不要です。
※追加の場合は、「4-1. 出展小間料以外の経費」参照

※消費税は、本展開催日の2019年10月時点の税率を適用します。
※スペースの関係上、1社（複数のエリアにご出展の場合は、1エリアごとに）の申込上限を設定させていただく場合があります。
※後日配布する「出展者マニュアル」にてお申込ください。

① 規格　　　間口2,970mm× 奥行2,970mm× 高さ2,700mm
② 付属備品　システムパネル（壁）、鍵付きドア、蛍光灯2本、コンセント１個、電気容量は800w まで使用可能。
③ 設置位置　ユーティリティブースは小間周辺の会場内に設置しますが、設置場所は実行委員会に一任させていただきます。ただし、会場スペースに限

りがあるため、申込小間数によっては、ユーティリティブースを屋外等に設置する場合がありますのでご了承ください。

5. 出展に際しての留意事項/禁止事項 等
5-1. 外国からの出展物(装飾資材を含む)の持ち込み
本展示会は、展示会場全ホールを対象に、保税展示場の申請を行います。保税展示場になりますと、外
国製品(日本以外の地域で生産または製造されたもので、まだ輸入通関手続きを完了していないもの
を指す)を輸入通関することなく、外国貨物の状態で出展することができます。
要申請※詳細は「出展者マニュアル」でご案内します。

5-2. 工業所有権に関する出願前出展物について
特許法等の一部が改正され、発明の新規性喪失の例外規程の適用対象等の見直しが行われました。
この改正法により2012年4月1日以降、博覧会の指定制度は撤廃され、特定の博覧会以外適用対象
が限定されていた旧来の制度から、公開態様の限定が無くなります。
「特許」、「実用新案」又は「商標」出願を行う出展者においては、直接特許庁・総務課までお問
い合わせください。

5-3. 禁止行為
次の行為は禁止行為に該当します。
(1)	 小間の転貸、売買、譲渡、交換
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるいは
全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。

(2)	 別会場への誘導を目的とした出展
本展示会場以外の場所で主要な製品の展示やセミナーなどを行い、本展示会の来場者を当該
別会場へ誘導することを目的とする出展はお断りします。

(3)	 出展物の即売
出版物、ソフトウェア製品を除く出展物の即売を禁止します。なお、出版物、ソフトウェア製品の
即売を行う場合においても、その内容につき出展お申込の際に当協会の承諾を得てください。

(4)	 迷惑行為
小間の外側の空間および通路上における来場者に対する強引なブースへの誘導やデモンスト
レーションは禁止します。また、極端に執拗な製品説明なども迷惑行為と見なし、禁止する場合
があります。

(5)	 個人情報収集を主目的とした出展の禁止
ブース内において、自社が取り扱う製品の展示や商品・サービスのPRをすることなく、来場者
の個人情報の収集を主目的として行う出展は禁止します。また、すべての出展者にも個人情報
保護法の用件を満たした行為や対応をお願いします。来場者の個人情報の収集および取り扱
い、利用について遵守すべき内容については、出展者マニュアルでご案内します。

5-4. 出展者の責任
(1)	 支払いの責務
出展者は当協会が請求する出展料ならびに諸経費の支払いにつき、その支払いが完了するま
でその責を負うものとします。

(2)	 法令の遵守
出展者は各自日本国の法令を遵守するものとします。

(3)	 損害責任・管理責任・保険
①主催者(CEATEC実施協議会：一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人情報通信
ネットワーク産業協会、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会をいう、以下同じ)、実行委
員会および当協会は、期間中における会場の管理・保全については、警備員を配置する等、事
故防止に最善の注意を払いますが、天災、火災、盗難、紛失、その他不可抗力により、人身およ

び物品に対する傷害・損害が生じた場合、その責任を負いません。したがって、盗難防止等の
措置を独自で施すことをお勧めします。
②出展者が会場において、来場者、他の出展者およびその他第三者に対し人身または物的損害
を生じさせた場合には、当該出展者の責任とし、主催者、実行委員会および当協会は何ら責任
を負わないものとします。
③出展者はブースの管理責任者を当協会に事前申請することとし、管理責任者は、会期の全期間
について、自社ブースで行われる作業や運営に立ち合ってください。
④出展者は出展物等に保険を付すなどの措置をとるようにし、独自の管理を行ってください。
⑤当協会は会場の管理、保全、秩序の維持、並びに来場者の安全に万全を期しますが、これらに
支障をきたすと判断した実演については、出展者に対して必要な対策を依頼し、実演の制限、
または中止を求めることがあります。出展者の実演により万一事故が生じた場合、主催者、実行
委員会および当協会は責任を負いません。該当出展者は直ちに必要な措置をとるとともに当協
会まで連絡してください。

(4)	 開催スケジュールの遵守
出展者は搬入・開催スケジュール・搬出について、当協会の指定する日時を遵守することとし、
開催期間中は一切の搬出作業を行わないものとします。

5-5. 不可抗力による開催中止 ・ 短縮
(1)	 地震・台風・火災等の天災、感染症、テロ、第三者からの指示・命令、その他不可抗力により展
示会開催が著しく困難となった場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、開催中止
または開催期日・開催時間の短縮等を行うことがあります。その場合、主催者が上記の決定を
行った後、速やかに出展者に通知し合わせてホームページ等を通じ公表することとします。なお、
この決定および実行により被る出展者の損害ついては、主催者、実行委員会および当協会は
一切の責任を負わないものとします。

(2)	 開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合、当協会は弁済すべき必要経費を
差し引いた出展小間料の残額を出展者に返却します。

(3)	 開催中に発生した不可抗力により、開催期日・開催時間を短縮した場合については、出展小間
料は返却しません。

(4)	 不可抗力による開催中止または短縮のため出展者が要した費用等については補償しません。

5-6. 取材・撮影　
実行委員会または当協会が指定したスタッフが会場内の取材・撮影を行います。出展者は、取材、
撮影に協力し、かつ、実行委員会または当協会が認めた団体が本展示会の広報・宣伝活動のため
出展内容および運営・出演スタッフ(協力関係会社スタッフを含む)の映像、画像、記事等を使用す
ることを承諾するものとします。

5-7. 出展者間の紛争の処理　
出展者と他の出展者との間で生じた出展物または出展物に関する広告および知的財産権並びに小
間の使用に関する紛争、その他すべての紛争は関係する出展者間で解決されるものとし、主催者、
実行委員会および当協会は何らの責任も負わないものとします。

6. ブース設営に関する事項
6-1. ブース設計　
展示・実演に関わる全ての行為は自社小間内で行うこととします。
特に下記の内容に違反した場合、実行委員会または当協会より改善要求をします。改善されない場
合は、出展を中止させていただく場合があります。
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(1)	 安全対策
①トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1箇所につき4本
以上打設してください。
②システムパネル(オクタノルム)の設置に際しては、帆立補強、コーナー部に対するビーム補強、
ウェイトの設置等で転倒防止策を講じてください。
③独立什器には、壁面または床面への固定等による転倒防止策を講じてください。
④映像モニタやスピーカ、チャンネル文字、照明器具、その他高所に設置する施工物の取り付け
に際しては、ボルト固定やワイヤー等での落下防止策を講じてください。

(2)	 隣接他社への動線
独立小間の設計に際しては、緊急時の避難導線の確保のため、通路に隣接する面の1/3は開
放部を設けて設計してください。

(3)	 ステージならびに映像装置の設置
小間内に製品プレゼンテーション等を行うためのステージならびに映像装置を設置する場合
は、来場者が通路に滞留しないよう、必ずブース内に来場者を収容する十分な視聴スペースを
確保してください。
また、ステージならびに映像装置の設置高さによる来場者の視野角と適正な視聴距離にも十分
ご配慮ください。なお、会場で問題が発生した場合、改善を要求する場合があります。

良い例

通路

悪い例

通路通路

(4)	 スピーカ設置位置の制限
スピーカ等の拡声装置を、近隣ブースに対して正面に向けることを禁止します。必ず、通路に対して
正面より内向きになるように設置してください。また、壁面や造作柱にスピーカを設置する場合は、
スピーカの中心軸を垂直下方に45度以内とし、かつ自社の小間仕切り線を超えないこととします。

スピーカ

床面

45°以内

小間の規程・高さ制限を
越えてはいけない

取付高さ

中心線が小間仕切線を
越えてはいけない

小間仕切線

近隣ブース

通路

スピーカを
内向きに設置

スピーカを
内向きに設置

モニタ等

来場者

(5)	 小間外スペースの使用禁止
①小間周囲の通路に来場者を多数滞留させることはできません。ステージ等を設置する場合は、
小間内に来場者を収容して見学できるような小間設計を行ってください。
②小間の規格外に出て、来場者の誘引、来場者に対するアンケート行為およびこれに類する行為
はできません。
③小間周囲の通路および小間規格外の空間を利用してのプレゼンテーション行為は一切禁止し
ます。また、小間周囲の通路および小間の裏側を利用した出展物、装飾物、カタログ、備品、植木、
梱包材等の設置や来場者の待機列の設置はできません。
④照明を通路や会場壁面または天井等へ投影する行為は禁止します。
(6)	 小間スペース境界線
ブロック小間(20小間以上)については、小間スペースに対して、カーペット等の設置により来場
者が通路と境界線を視認できるような施工をするようご配慮ください。

6-2. 天井構造
展示物の性質ならびに実演の都合上、遮光・遮音等の措置を施す必要がある場合に限り、所轄消
防署の承認を受けた範囲内で、防炎処理された暗幕等で天井を設置することができます。なお、会
場内において直射日光は遮光できますが、間接光や天井灯が反射する恐れがありますので留意く
ださい。
天井を設置される場合は、面積に関わらず、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項を記
入の上、平面図と立面図、施工図面を添付し、ご提出ください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。
(1)	 構造
①天井が重複する構造(二重天井)は一切設置できません。
②装飾に使用する素材は全て防炎処理されたものになります。装飾素材には必ず防炎シールを
貼付してください。
③平面図(天井部分の場所及び面積を図示したもの)と立体図(天井部分と周囲の壁等を把握できる
ように図示したもの)をご提出ください。また、天井部分が防炎素材使用の旨を明記してください。

(2)	 消防・避難用設備等
①消火器は10型以上のものをご使用ください。
②自動火災報知設備(煙感知器)の設置が必要な場合があります。その場合は、業務用の自動火
災報知設備を設置し、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を提出してください。なお、家庭
用の煙感知器は自動火災報知設備とは認められません。
③面積や形状によっては避難口及び避難口誘導灯(自光式)が必要になる場合があります。

6-3. 二階建て構造
二階建て構造とは上層部において人の往来があり、床からの高さが2.1m以上の重層構造となる構
造物をいいます。ただし、ブース造作において2.1m以下であっても下層を通路、出展物の展示、控
室等で使用する場合は二階建て構造物とみなします。
二階建て構造物の設置については、所轄消防署の承認が必要となります。
二階建てを設置される場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項を記入の上、施工
図面を添付して、ご提出ください。
設計・施工に当たっては以下の内容を遵守してください。
(1)	 設置適用ブース
二階建て構造物を設置できるのは、ブロック小間(20小間以上)の出展者のみとします。

(2)	 二階の床面積
二階の床面積の上限は展示面積の2分の1までとします。(最大＝500㎡	※スロープ面積含む)

(3)	 二階建て構造の高さ

展示物・装飾物の高さは小間の規格同様、6m以下となりますので、二階建て構造物において
も6m以内で設置してください。

(4)	 二階の使用内容
二階部は製品展示、商談室、控室、オペレーションルーム等としてご利用ください。二階部は、
通路との境界線から内側に、最低1m離して設置してください。

	 ただし、二階部から一階部の来場者に対してのデモンストレーションは禁止します。
(5)	 設計
二階建て構造物の設計にあたっては、二階部分の荷重計算(最大人員の想定を含む)を行い、
下図を参考に行ってください。ただし、二階建て構造の箇所には、天井構造の設置はできません。
①構造は鉄骨(アルミトラスも可)とし、二階部分の荷重に加え、大きな地震による地震時荷重を考
慮した安全な構造設計としてください。
②構造計算については、計算資料を提出してください。なお、設計の条件設定は出展者各位の責
任において実施するものとします。
　※構造計算資料の提出により安全性を保障するものではございません
③後日配布する出展者マニュアルの提出書類をご提出いただく際には、構造設計者欄を必ず記
入ください。
④90cm以上の通路を二方向以上、設置してください。

手すり高さ
1.2m以上

手すり高さ
1.2m以上

展示物、装飾物を含め
高さ6m以内

二方向避難

階段有効幅
90cm以上

階段有効幅
90cm以上

境界線から
1m以上

(6)	 消防・避難用施設等
二階建て構造物には以下の内容に従って自動火災報知設備および消火設備を設置してください。
①二階建て構造物には自動火災報知設備および消火設備を設置してください。また、二階には必
ず消火器(10型)を設置してください。

②自動火災報知設備(煙感知器)を設置する際は、必ず設置届(設置試験結果記載のもの)を
CEATEC運営事務局に提出してください。なお、家庭用の煙感知器は設置できません。
③自動火災報知設備(煙感知器)は一階の天井面150㎡につき1箇所以上設置してください。但し、
60cm以上の下がり壁等で仕切られた場合は、その空間毎に1個以上設置してください。
④二階の床面積が200㎡を超える場合は、二階部分に設置する自動火災報知設備(煙感知器)は、
総合管理センターと直結するよう施工してください。その他消火設備等の設置指示がある場合
もありますので、お早めにご相談ください。
⑤消防法の防炎表示制度により展示用合板、繊維板、カーペット、カーテン、テーブルクロス類、
のぼり旗には防炎ラベルが貼付されたもの以外は使用を禁止されております。
⑥二階の床面積が100㎡以上のときは、防火管理者(有資格者)をブース内に配置してください。

6-4. 天井吊り構造
天井吊り構造とは、会場の躯体天井からチェーンにより装飾物を吊り下げた状態でブースを施工し
展示する方法です。天井吊り構造を希望される場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必
要事項を記入の上、構造重量計算書・平面図・立面図を添付して提出ください。

幕張メッセ天井

床

吊り構造トラス
（必須ではありません）

装飾用トラス／6ｍ以下

吊り構造チェーン

ガセットプレート

(1)	 設置適用ブース
天井吊り構造を設置できるのは、ブロック小間(20小間以上)の出展者のみとします。

(2)	 広さ制限
小間の内側から垂直線以内としますが、広さ制限以内であっても、会場の放水銃の位置などに
より、吊り構造の位置の変更をお願いする場合もあります。

(3)	 吊り元制限
吊り元は、原則ガセットプレートのみです。やむを得ずそれ以外の場所(大梁等)に設置を希望す
る場合は、早めにご相談ください。なお、重量によっては計画の変更をお願いしますので、必ず
指示に従ってください。

(4)	 重量制限
一つの吊り物用ガセットプレートの重量制限は、450kg以内までです。提出する図面に、各ガセッ
トプレートに掛かる重量を明示した図面及び各点の重量計算表を添付してください。なお、吊り
構造の総重量を吊り点数で割った図面等では設置の許可は一切できません。

(5)	 高さ制限
装飾物とみなされるもの(金物造作物、木工造作物、サイン、照明器具、スピーカ、バナー、布な
ど)は、高さ制限同様6m以下で収めてください。ただし、吊り構造トラス、チェーンモーターボッ
クスは高さ制限外としますが、周囲の出展者の見通しを妨げない位置に設置してください。なお、
装飾用トラスを吊るためのチェーンは、安全のために、装飾用トラスの上、約1メートル以内で
設置してください。また、計画変更にかかる関連費用は各社でのご負担となります。

(6)	 その他の制限/留意事項
①装飾用トラスについては細かく分断せず、一体の構造になるよう設計してください。
②装飾用トラスについては、地震の横揺れによる損壊を防ぐよう配慮し、床から建ちあがる装飾
物が結合されて固定されないようにしてください。
③装飾用トラスへ床から渡るケーブル等の配線については、地震の横揺れによる断線を防ぐよう
配慮し、ゆとりを持たせて設置してください。
④装飾用トラスに映像モニタやスピーカ・チャンネル文字・照明等を取り付ける場合は、ボルト固
定やワイヤー等で落下防止策を講じてください。
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⑤トラスなどの部材の色については、目立たない黒やグレーのみを使用してください。
⑥天井吊り構造工事の作業中および会期中に吊り構造が原因で発生した事故については、天井
吊り構造ブースを設置した出展者が、全ての責任を負うものとします。
⑦小間位置を選定する際にCEATEC運営事務局より提示する展示レイアウトに天井吊り構造が
可能な区分を明示します。天井吊り構造可能区分外を選択いただき、天井吊り構造を行った際
に発生した費用等は該当の出展者にてご負担頂きます。

6-5. 床面工事
床面工事を行う場合は、出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項をご記入の上、施工図
面を添付してご提出ください。また、施工に関しては以下の内容を遵守してください。
(1)	 床面工事作業
①施工当日は、作業前に必ずホール事務局にて、実際の打ち込み本数をご連絡ください。
※ブース設計上アンカーボルトを必要としない場合は、ホール事務局でキャンセルをお申し出
ください。

②コンクリート釘、ドライピットの使用は禁止いたします。また、ピット蓋へのアンカーボルトの打ち
込みはできません。
③トラス等の構造柱の転倒防止のため、床への固定に際してはアンカーボルトを1箇所につき4本
以上、打設してください。
④ブース内でカーペットを敷く場合は、両面テープで接着してください。糊付けは禁止いたします。
(2)	 原状回復(復旧)
床面工事は会期終了後、原状へ完全復旧してください。原状復旧は、頭部が床面より出ている
場合は水平面までサンダーで切断してください。ハンマーによる打ち込みやガス熔断、引き抜き
はできません。最終現場チェックを行った上で原状回復が十分でないと認めた場合、あるいは
指示された期間内に回復されておらず、やむなくCEATEC運営事務局が作業を代行した場合、
原状回復に要した一切の費用は出展者の負担になります。

(3)	 床面復旧協力費
アンカーボルトの打ち込みに際して、太さに関係なく一律で1本につき、1,100円(消費税込)を
床面復旧協力費としてご負担いただきます。

6-6. 消防法
施工期間中、または会期中、所轄消防署の査察検査があります。検査の結果、下記に違反した場合
は、施工の中止、または取りこわしを命ぜられる場合もありますので記載内容を遵守してください。
(1)	 防炎合板に厚い布およびひだのある紙類を貼付する場合は、防炎性能を有するものを使用して
ください。ただし、うすい加工紙、布を防災合板に全面密着して使用する場合は構いません。

(2)	 どん帳、カーテン、展示用の合板、繊維板、布製ブラインド、暗幕、造花、じゅうたん等の床敷物、
工事の際に使用する工事用シート、その他の物品は、防炎性能を有するものを使用してください。
なお、これらの防炎物品には、一つ一つ防炎表示を見やすい箇所に縫いつけるか、貼り付け、
下げ札等の方法をとってください。

(3)	 ホンコンフラワー、ウレタン、アセテート、ポリエステル、ナイロンなどは防炎性能を与えること
が困難であるため使用しないでください。

(4)	 発泡スチロールの使用は一切認められません。スタイロフォームなどの消防法における指定可
燃物に該当しない難燃性の部材を使用してください。

7. 展示物、展示運営に関する事項
7-1. 模倣品・偽造品の展示等の禁止
(1)	 第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含みますが、これらに限りません。
また、外国における権利を含みます。)を侵害する物品(いわゆる模倣品･偽造品)を展示、配布、
または上映すること、その他一切の行為を禁止します。

(2)	 出展物その他の物品が模倣品･偽造品に該当、または該当する可能性が高いと実行委員会ま
たは当協会が判断した場合、その裁量により当該物品の撤去等の措置を取ることができるもの
とします。また、出展者は、かかる措置に異議を述べないものとします。

(3)	 出展者は、出展物その他の物品が模倣品･偽造品に該当するか否かに関して、実行委員会また
は当協会が行う調査に協力するものとします。

(4)	 出展物の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。

7-2. 比較表示
下記の比較表示を行なう場合は、原則として自社および自社関連グループ企業の商品･製品･技術
等を比較することとし、他社の商品･製品･技術等と比較表示する場合は当該他社の許諾を得たうえ、
他社に迷惑が及ばないよう表示してください。実行委員会または当協会はこれに反した表示を確認
した場合、該当する表示の中止または、改善を求めます。この要請により生じた出展者の損害等に関
して主催者、実行委員会および当協会は一切補償しません。なお、改善要求に対し、十分な措置が講
じられていないと判断した場合、次回以降の出展をお断りすることがあります。
(1)	 展示および実演による比較表示
(2)	 説明パネル･パンフレット等による比較表示
(3)	 ナレーション等による比較表示
(4)	 その他の商品･製品･技術等に関する比較表示

7-3. 適正な表示
当協会では展示ブースにおける各種表示について、次の対応をお勧めします。
(1)	 安全表示・警告表示
展示ブースの安全設計の徹底と、ディスプレイに対する適切な安全表示・警告表示をお勧めします。

(2)	 使用環境の表示
製品の展示については、その製品の実際の使用環境に近い展示・演出を基本にディスプレイし、
「過度な期待」や「優良誤認」等を与えないよう留意してください。
なお、実際の使用環境と違う展示については、その旨を表示することをお勧めします。

7-4. 天井照明
会場の照明は、蛍光高圧水銀灯により、照度は全灯で450～500Lxとなります。展示ホール天井照明
は、ブロック毎に水銀灯が4個設置されていますが、展示環境を考慮して全区分3/4灯とします。

7-5. 音量規制
小間内に音響設備などを設置する場合は近隣出展者と事前に話し合い、お互いの迷惑とならない
よう音量の確認をしてください。音響機器等を使用してプレゼンテーション等を行う場合は出来る限
り時間を区切るようにし、近隣出展者と話し合い、プレゼンテーションマイク音量、並びに、時間の調
整を行ってください。緊急放送の際は速やかに音出しを中止してください。
①音量の制限
　80dB以下

②音量測定
・測定は原則として、小間の境界線から2mの場所において測定した音量を規準とします。
・測定器はJIS	C	1509に準拠する騒音計を使用し、ピークでの測定値を基準とします。
・会期中、当協会にて定期的に音量測定を行いますが、開催前日および会期中に自主的な音量
測定を行ってください。
音量測定器は当協会でもご用意いたしますので、必要な場合はお申し出ください。
③音量規制違反出展者への対応
当協会での音量測定により音量超過が認められた出展者又は周囲への著しい影響の有る重低
音等を発する出展者には、改善勧告を行ない、出展者はこれに従わなければなりません。上記規
程値内であっても、あきらかに耳障りな音を発し、隣接小間や来場者より苦情が発生した場合も
改善を要求いたします。
　改善されない出展者に対しては下記の罰則を適用します。
・改善勧告が通算で3回目となった場合：翌開催日の午前中、音響設備の使用を禁止します。
④運用責任者の常駐
音響設備の運用責任者は小間内に常駐し、規程に従い音響設備が運用されるように常時管理し
てください。

7-6. デモ規制
(1)	 著作権処理
展示・実演で音楽の演奏、オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権に対する処
理が必要です。(自社で権利を持つもので、すでに別途権利処理済みのものは不要)
処理方法は、権利者が権利行使に関する事項を委託している一般社団法人日本音楽著作権協
会(JASRAC)等にお問い合わせください。

(2)	 光線・照明
小間外の通路や会場躯体にライト等を照射することはできません。また、LEDなどの光力の強
い器材をディスプレイやサインに使用する場合、隣接する他社や来場者の迷惑にならないよう
に、十分配慮して設置してください。会場で問題が発生した場合、改善を要求する場合がありま
すので十分ご注意ください。

(3)	 スモークマシン
演出のためのスモークマシン(アルコール、オイル等の石油類を原料としたもの。または炭酸ガ
ス、ドライアイス等を使用したもの)の使用を禁止します。

(4)	 その他
実演によって発生することが予想される以下のものについては、あらかじめ予防措置をとり、他
の出展者ならびに来場者に迷惑をおよぼさないよう注意してください。
①熱気　②ガス　③臭気　④振動

7-7. 危険物の取り扱い
(1)	 禁止行為
消防法により展示場内において以下の行為は禁止されております。
①喫煙
②裸火の使用(火花を発生させる装置、露出した電熱器などを含む)
③石油液化ガス等の可燃性ガスの持ち込み
④危険物(ガソリン、灯油、マシン油、重油等)の持ち込み
⑤危険物品(火薬類、多量のマッチ・多量の使い捨てライター等)の持ち込み

(2)	 禁止行為の解除
上記の行為のうち、喫煙以外は出展物の実演等のため、必要最小量に限り一定の条件のもと
所轄消防署の許可を受けて会場内に持ち込むことができます。禁止行為の解除を希望する出
展者は出展者マニュアルでご案内する申請書に必要事項を記入の上、カタログまたは実演状
況説明書2部を添付し、ご提出ください。消防署に一括申請し、承認を受けたもののみ会場内に
持ち込むことができます。

8. 本規程の違反および解釈の疑義について/
その他/実行委員会

8-1. 本規程の違反および解釈の疑義について
本規程に違反した出展者および本規程の解釈に疑義が生じた場合の対応は、下記によるものとします。
なお、同規程の解釈は和文規程を優先します。
(1)	 実行委員会が、出展者のブースおよびその運営方法について出展規程に違反したと判断した
場合には、当協会より出展者に改善の申し入れを行います。

(2)	 上記(1)の申し入れを2度行っても改善が図られない場合、また本規程の解釈に疑義が生じた
場合には、実行委員会によりその対応を協議し、その最終判断に基づき当該出展者に改善を命
じます。なお、この協議による結論は最終決定とし、出展者は異議申し立てや損害賠償請求の
申し立てをすることはできません。

(3)	 上記(2)により改善の申し入れを受けた出展者は、即日、改善内容および改善を行う日程等を
文書で当協会に提出してください。

(4)	 また、(2)により改善の申し入れを受けた出展者が上記(3)の対応と改善策を講じない場合、も
しくは、実行委員会がその改善内容が不十分であると認めた場合、下記の罰則を適用する場合
があります。

　　①翌開催日以降の実演・出展活動の禁止。
　　②	上記①の処分を守らなかった場合は、この事実を公表するとともに、当該出展者の次回

「CEATEC」への出展を認めないことがあります。

8-2. その他
(1)	 本出展規程以外の規制および制限事項は、後日配布する「出展者マニュアル」に明記します
ので、あわせて遵守してください。

(2)	 出展小間料を含む全ての経費について手形によるお支払いはお断りします。
(3)	 本規程は、主催者、実行委員会および当協会が必要と認めた場合、その一部を変更することが
あります。その場合、変更された規程内容は、「CEATEC公式Webサイト」その他の方法で出展
者に告知します。

(4)	 出展者は各自日本国の法令を遵守するものとし、主催者、実行委員会および当協会は、出展者
の法令違反につき何らの責任を負わないものとします。

8-3. 実行委員会
実行委員会は、出展者の代表者で構成された、本展示会における規程や企画など、運営に関する事
項を審議し、決定する機関です。なお、準備期間・会期中は実行委員が会場に常駐し、出展環境の
維持、問題の処理、出展規程の徹底に当たり、問題が発生した際にその処理を行う権限を有します。
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2019 出展スケジュール

運営スケジュール ※予定 出展者準備スケジュール（例）

19日（火） 午前10時
出展申込受付開始

26日（金） 優先申込〆切

28日（金） 出展小間料支払い期限

上旬 出展者説明会/小間位置選択会

中旬 入場事前登録開始
 キーノート聴講予約開始
 公式プレスリリース配信

上旬 出展者同士の交流会

中旬 報道関係者との交流会

12日（土）～14日（月） 準備

18日（金） 17：00 ～ 22：00  撤去

14日（月） 午後 : メディアコンベンション

中旬 コンファレンス全セッション 聴講予約開始
 公式プレスリリース配信

下旬 来場誘致ツール・車両証・出展者バッジ配布

2月

4月

7月

3月

6月

5月

8月

9月

10月

CEATEC	2019では実行委員会で決定した小間選
択用図面の指定箇所より後日小間位置を選択して
いただきます。選択順位は出展申込フォームを送
信いただいた順番で決定します。
（参考：出展規程	3-6.小間位置の決定） 出展申込フォームを送

信いただいた順番に指
定箇所より選択してい
ただけます。

優先申込期限までに申
し込み頂いた出展者の
小間位置決定後、4月27
日以降の申込順に指定
箇所より選択して頂き
ます。

満小間になり次第受付
を終了します。

重要 〔企業・団体展示〕

優先出展募集期間

追加出展募集期間

12日（土）	8：00～	 20小間以上の出展者準備
12日（土）	12：00～	全出展者準備

10月15日(火) ～ 18日(金)

CEATEC 2019 開催

目標設定などの出展計画 2・3月

開催準備と来場対象者へのアポイント取り 9・10月

顧客リストの整理と事後フォロー 10月

■	 新規顧客開拓や顧客リストの更新・追加などの
	 顧客接点を重視した目標設定
■	 新製品PRのタイミングをCEATEC	2019に
	 合わせたプロモーション計画と目標設定
■	 出展に合わせたスポンサーシップの検討

出展手続き・スケジュールの確定 4・5・6月

■	 出展計画の確定と出展規程に基づく
	 出展申込手続き作業
■	 出展に向けた実施スケジュールの確定

ブース設計 7月

■	 出展者説明会・小間位置選択会への参加と
	 出展者マニュアルの入手
■	 小間位置と出展計画に基づいたブース設計と
	 各種製作物作成の着手

ブース運営に関する諸手続きと情報発信 8・9月

■	 ブース設計と出展製品の確定とスタッフィング等
	 ブース運営マニュアルの策定
■	 出展者マニュアルに基づく各種届出書および
	 申込書の申請手続き
■	 Webサイトへの情報入力とニュースセンターへの情報提供など、
	 開催に向けての情報発信

■	 ブース運営マニュアルの完成とブース造作や
	 出展製品搬出入の最終確認
■	 来場対象者へのご案内状配布・メール配信と
	 会期中の事前アポイント取り
■	 プレス向けリリースの作成や新製品発表の準備と取材対応

■	 ブース運営における効果測定と評価分析
■	 来場者リストの分類整理と目標の達成度・来場客満足度の分析
■	 結果分析に基づく来場者リスト分類ごとの事後フォロー活動

お問い合わせ
CEATEC	運営事務局（一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会）
〒100-0004		東京都千代田区大手町1-1-3	大手センタービル5階
電話：(03)6212-5233　FAX:(03)6212-5226　e-mail	:	contact2019@ceatec.com


